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本案訴訟第９回口頭弁論期日、第４陣原告と併合も 

 

201８年１月２４日（広島）― 

 昨年１２月１３日の伊方原発３号機に運転差止を命じた広島高裁仮処分決定後初となる、伊

方原発広島裁判本案訴訟（本訴）第９回口頭弁論期日が１月３１日（水）広島地裁（末永雅之

裁判長）で開かれる。当日は去る１１月８日新たに提訴した第４陣原告団（４１人）と第１陣

原告団との併合も行われる。 

 原告側は、航空機事故やテロなど人為事象を争点とした準備書面も提出する。さらに第４陣

原告から広島県江田島市在住の山下徹さん（６７歳）による意見陳述も行われる。山下さんは

「島民にとって命の海である瀬戸内海を放射性物質で死の海にしてはならない」とする主旨の

陳述を行う見通し。 

 当日は口頭弁論終了後広島弁護士会館で記者会見・報告会が開かれる。報告会では本訴に踏

み切った山口県の原告団（「伊方原発をとめる山口裁判の会」）から代表が参加し本訴提訴と原

告団結成などを報告する。 

 

 当日の予定は以下の通り。 

  

 ２０１８年１月３１日（水） 

◇ 伊方原発広島裁判本訴第９回口頭弁論期日 

  場所：広島地方裁判所 

◇ 同記者会見・報告会 

場所：広島弁護士会館 ３階大ホール 

 

  １３：４５   原告団・応援団 広島地裁へ行進 

  １４：００   進行協議（広島地裁） 

  １４：３０ごろ 第９回口頭弁論 

  １５：１５ごろ 記者会見・報告会開始（広島弁護士会館） 

  １７：００ごろ 記者会見・報告会終了 

 

 なお、記者会見・報告会会場では、「本訴での取組」、「仮処分での取組」、「伊方原発の危険」、

「低線量被曝の危険」などをテーマとしたパネル展示もあわせて実施する。 

 （添付資料：「２０１８年１月３１日 本訴第９回口頭弁論期日」案内チラシ １点） 

（以上） 

問い合わせは下記へ： 
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